
　毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
） 

         

　
　
　
　
　
　
　目

　
　次

　
　

 
 

　規

　則 

○
福
島
県
生
活
保
護
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則                             

二
七
二 

　告

　示 

○
福
島
県
議
会
定
例
会
を
招
集
す
る
件                                             

二
七
七 

○
土
地
改
良
事
業
計
画
を
変
更
す
る
こ
と
を
認
可
し
た
件                               

二
七
七 

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
件                                           

二
七
七 

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
を
変
更
し
た
件                                         

二
七
七 

○
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
件                         

二
七
七 

○
福
島
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
と
し
て
指
定
し
た
件                             

二
七
七 

　公

　告 

○
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
件
三
件                                         

二
七
八 

○
落
札
者
を
決
定
し
た
件                                                       

二
七
九 

○
土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
退
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件                             

二
八
〇 

○
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
件
二
件                                   

二
八
一 

 

　
　
　
　
　
　
　
　

 

規

　
　則 

　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

福
島
県
生
活
保
護
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
五
年
六
月
六
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

福
島
県
規
則
第
四
十
二
号 

福
島
県
生
活
保
護
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

福
島
県
生
活
保
護
法
施
行
細
則
（
昭
和
五
十
四
年
福
島
県
規
則
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

第
十
九
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

                                       

─────────────────────────────────────────────────────────── 

 
 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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第 19 号様式(第 15 条関係) 
 

   年   月   日 
   
 

就労自立給付金申請書 
 
 
福島県  保健福祉事務所長 様 
 

申請者 住所又は居所             
 

氏名                 
 

下記のとおり、相違ありませんので、就労自立給付金の支給について必要書類を添
えて申請します。 

 
 

記 
１ 保護を必要としなくなった事由 
 
 
２ 添付書類 
 
 
３ 世帯構成員 
 

氏 名 性 別 生 年 月 日 

 男 ・ 女 
年   月   日 

（   歳）      

 男 ・ 女 
年   月   日 

（   歳）      

 男 ・ 女 
年   月   日 

（   歳）      

 男 ・ 女 
年   月   日 

（   歳）      
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４．就労自立給付金振込先 
※ この給付金においては公金受取口座登録制度の適用がありませんので、公金受取口

座を保護費の受取に利用している場合のみ、下記に記載をお願いいたします。 
 
金融機関名           銀行・信用金庫・信用組合 
               （該当する金融機関の種類に○をしてください。） 
 
支店名             支店（ゆうちょ銀行除く） 
 
 
記 号    支店（ゆうちょ銀行のみ記載） 
 
 
預金種類    □ 普通預金    □ 当座預金 

（該当する□にチェックを入れてください） 
 

口 座 番 号   （右につめてご記載ください。） 
 
 
（カ ナ） 
口座名義人               
 
※ 上記の支店名・口座番号・口座名義人が確認できる通帳の写しなどの書類を添付し

てください。 
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第
二
十
一
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 
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年 月 日

申請者 住所又は居所
(大学等に進学する者）

氏名

進学準備給付金の支給について、次のとおり関係書類を添えて申請します。

記

１　世帯主の氏名

２　大学等に進学する者の生年月日 年 月 日

３　進学先
学校名

４　進学後の居住先（該当する□にチェックを入れてください。）
□　大学等進学前の住宅と同じ
□　転居により大学等進学前と異なる住居に居住（居住（予定）地を記載してください。)

　居住（予定）地

５　関係書類
(1)　入学手続に着手していることが確認できる書類として、以下のいずれか

・入学金を納付したことを証明する書類の写し
・入学金延納（進学後に納付すること）を申請した書類の写し
・入学金等の納付が不要な場合、進学先に提出する誓約書や進学先が発行する入学手続が
　完了したことを証明する書類等の写し

(2)　進学に伴い転居する場合は、新たに居住する住居の賃貸借契約書等の写し
(3)　その他支給決定にあたり必要な書類
※　上記の書類を申請時に準備できない場合については、進学する学校の合格通知書や賃貸借契約時の
　見積書の写し等を添付した上で、後日、大学等に入学するまでにこれらの書類を提出してください。

６　進学準備給付金振込先（大学等に進学する者の口座に限ります。）
銀行・信用金庫・信用組合

（該当する金融機関の種類に○をしてください。）

支店（ゆうちょ銀行除く）

支店（ゆうちょ銀行のみ記載）

□　普通預金 □　当座預金
（該当する□にチェックを入れてください。）

（右につめてご記載ください。）

※　上記の支店名・口座番号・口座名義人が確認できる通帳の写しなどの書類を添付してください。
※　この給付金においては公金受取口座登録制度の適用がありませんので、公金受取口座の登録をして
　いる場合も上記に記載をお願いいたします。

進学準備給付金申請書

第21号様式(第17条関係)

福島県　　　保健福祉事務所長　様

金融機関名

口座名義人

支 店 名

記 号

預 金 種 類

口 座 番 号
（ カ ナ ）
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附

　則 

１

　こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２

　こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
福
島
県
生
活
保
護
法
施
行
細
則
第
十
九

号
様
式
又
は
第
二
十
一
号
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
申

請
書
は
、
改
正
後
の
第
十
九
号
様
式
又
は
第
二
十
一
号
様
式
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
申
請
書
と
み
な
す
。 

３

　こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
作
成
さ
れ
て
い
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
社
会
福
祉
課
） 

 

　
　
　
　
　
　
　
　

 

告

　
　示 

　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

福
島
県
告
示
第
三
百
七
十
三
号 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
百
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
福
島
県
議

会
定
例
会
を
令
和
五
年
六
月
二
十
日
福
島
市
に
招
集
す
る
。 

　
　令
和
五
年
六
月
六
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄

　

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
総

　務

　課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
三
百
七
十
四
号 

　土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
で
準
用
す
る
同
法
第
十

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
矢
吹
原
土
地
改
良
区
が
矢
吹
原
地
区
維
持
管
理
事
業
に
係
る
土
地
改
良
事

業
計
画
を
変
更
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
令
和
五
年
五
月
二
十
四
日
認
可
し
た
。 

　
　令
和
五
年
六
月
六
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
農
村
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
三
百
七
十
五
号 

　土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
成
田

溜
池
地
区
に
係
る
県
営
農
村
地
域
防
災
減
災
事
業
（
防
災
重
点
農
業
用
た
め
池
緊
急
整
備
事
業
（
地
震
・

豪
雨
対
策
型
）
）
を
行
う
た
め
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
。
こ
の
決
定
に
係
る
関
係
書
類
を
次
の

と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

　
　令
和
五
年
六
月
六
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　縦
覧
に
供
す
る
書
類 

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し 

二

　縦
覧
の
期
間 

令
和
五
年
六
月
七
日
か
ら 

（
二
十
日
間
） 

同

　
　
　
　月
二
十
六
日
ま
で 

三

　縦
覧
の
場
所 

桑
折
町
役
場 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
農
村
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
三
百
七
十
六
号 

　土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
山
口

地
区
に
係
る
県
営
農
山
村
地
域
復
興
基
盤
総
合
整
備
事
業
（
農
地
整
備
事
業
）
を
行
う
た
め
の
土
地
改

良
事
業
計
画
を
変
更
し
た
。
こ
の
変
更
後
の
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

　
　令
和
五
年
六
月
六
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　縦
覧
に
供
す
る
書
類 

土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
書
の
写
し 

二

　縦
覧
の
期
間 

令
和
五
年
六
月
七
日
か
ら 

（
二
十
日
間
） 

同

　
　
　
　月
二
十
六
日
ま
で 

三

　縦
覧
の
場
所 

田
村
市
役
所 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
農
村
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
三
百
七
十
七
号 

　森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保

安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。 

　
　令
和
五
年
六
月
六
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所 

白
河
市
（
国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
） 

二

　保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

水
源
の
涵
養 

か
ん

三

　解
除
の
理
由 

指
定
理
由
の
消
滅 

　（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
保
全
課
及
び

白
河
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
） 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
森
林
保
全
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
三
百
七
十
八
号 

　福
島
県
収
入
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
福
島
県
条
例
第
九
十
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

福
島
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
と
し
て
令
和
五
年
五
月
二
十
九
日
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。 

令
和
五
年
六
月
六
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 
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氏
名
又
は
名
称

　住
所

　
　
　
　
　
　
　指
定
の
有
効
期
間

　
　
　
　
　
　
　売
り
さ
ば
き
所
の
名
称 

及
び
所
在
地 

福
島
エ
ー
ア
ン

　本
宮
市
仁
井
田
字
馬

　令
和
五
年
六
月
七
日
か
ら

　
　
　
　福
島
エ
ー
ア
ン
ド
エ
ー

ド
エ
ー
ブ
ロ
イ

　乗
二
二
番
地

　
　
　
　令
和
一
〇
年
三
月
三
一
日
ま
で

　
　ブ
ロ
イ
ラ
ー
株
式
会
社

ラ
ー
株
式
会
社

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　本
宮
市
仁
井
田
字
馬
乗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　二
二
番
地 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
出
納
総
務
課
） 

 

　
　
　
　
　
　
　
　

 

公

　
　告 

　
　
　
　
　
　
　
　

 
                             

                                       

公 告 第 １ １ ６ 号  
  Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 福 島 県 情 報 通 信 ネ ッ ト ワ ー ク シ
ス テ ム ハ ウ ジ ン グ サ ー ビ ス の 委 託 に つ い て 、 次 の と お り 随 意 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た の
で 、 地 方 公 共 団 体 の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を 定 め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令
第 3 7 2 号 。 以 下 「 特 例 政 令 」 と い う 。 ） 第 1 2 条 及 び 福 島 県 財 務 規 則 （ 昭 和 3 9 年 福 島 県 規 則
第 17 号 ） 第 274 条 の 11 第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。  
    令 和 ５ 年 ６ 月 ６ 日  
                                                  福 島 県 知 事   内   堀   雅   雄  
１   随 意 契 約 に 係 る 特 定 役 務 の 名 称 及 び 数 量  

福 島 県 情 報 通 信 ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム ハ ウ ジ ン グ サ ー ビ ス   一 式  
２   契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 課 の 名 称 及 び 所 在 地  

福 島 県 企 画 調 整 部 情 報 統 計 総 室 デ ジ タ ル 変 革 課   福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ２ 番 16 号  
３   随 意 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 日  

令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日  
４   随 意 契 約 の 相 手 方 の 氏 名 及 び 住 所  

東 日 本 電 信 電 話 株 式 会 社   東 京 都 新 宿 区 西 新 宿 三 丁 目 19 番 ２ 号  
５   随 意 契 約 に 係 る 契 約 金 額  

4 9 , 0 9 3 , 0 0 0 円  
６   契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 手 続  

随 意 契 約  
７   随 意 契 約 と す る こ と と し た 理 由  

特 例 政 令 第 11 条 第 １ 項 第 ２ 号 該 当  
                                                            （ デ ジ タ ル 変 革 課 ）  
                       
公 告 第 １ １ ７ 号  
  Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 福 島 県 情 報 通 信 ネ ッ ト ワ ー ク シ
ス テ ム 保 守 運 用 管 理 業 務 の 委 託 に つ い て 、 次 の と お り 随 意 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た の で 、
地 方 公 共 団 体 の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を 定 め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 372
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号 。 以 下 「 特 例 政 令 」 と い う 。 ） 第 1 2 条 及 び 福 島 県 財 務 規 則 （ 昭 和 3 9 年 福 島 県 規 則 第 1 7
号 ） 第 274 条 の 11 第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。  
    令 和 ５ 年 ６ 月 ６ 日  
                                                  福 島 県 知 事   内   堀   雅   雄  
１   随 意 契 約 に 係 る 特 定 役 務 の 名 称 及 び 数 量  

福 島 県 情 報 通 信 ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム 保 守 運 用 管 理 業 務   一 式  
２   契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 課 の 名 称 及 び 所 在 地  

福 島 県 企 画 調 整 部 情 報 統 計 総 室 デ ジ タ ル 変 革 課   福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ２ 番 16 号  
３   随 意 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 日  

令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日  
４   随 意 契 約 の 相 手 方 の 氏 名 及 び 住 所  

東 日 本 電 信 電 話 株 式 会 社   東 京 都 新 宿 区 西 新 宿 三 丁 目 19 番 ２ 号  
５   随 意 契 約 に 係 る 契 約 金 額  

3 5 8 , 9 7 4 , 0 0 0 円  
６   契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 手 続  

随 意 契 約  
７   随 意 契 約 と す る こ と と し た 理 由  

特 例 政 令 第 11 条 第 １ 項 第 ２ 号 該 当  
                                                            （ デ ジ タ ル 変 革 課 ）  
                       
公 告 第 １ １ ８ 号  
  Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 福 島 県 情 報 通 信 ネ ッ ト ワ ー ク シ
ス テ ム サ ー バ 更 新 業 務 賃 貸 借 の 委 託 に つ い て 、 次 の と お り 随 意 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た
の で 、 地 方 公 共 団 体 の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を 定 め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政
令 第 3 7 2 号 。 以 下 「 特 例 政 令 」 と い う 。 ） 第 1 2 条 及 び 福 島 県 財 務 規 則 （ 昭 和 3 9 年 福 島 県
規 則 第 17 号 ） 第 274 条 の 11 第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。  
    令 和 ５ 年 ６ 月 ６ 日  
                                                  福 島 県 知 事   内   堀   雅   雄  
１   随 意 契 約 に 係 る 特 定 役 務 の 名 称 及 び 数 量  

福 島 県 情 報 通 信 ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム サ ー バ 更 新 業 務 賃 貸 借   一 式  
２   契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 課 の 名 称 及 び 所 在 地  

福 島 県 企 画 調 整 部 情 報 統 計 総 室 デ ジ タ ル 変 革 課   福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ２ 番 16 号  
３   随 意 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 日  

令 和 ５ 年 ４ 月 ３ 日  
４   随 意 契 約 の 相 手 方 の 氏 名 及 び 住 所  

東 日 本 電 信 電 話 株 式 会 社   東 京 都 新 宿 区 西 新 宿 三 丁 目 19 番 ２ 号  
５   随 意 契 約 に 係 る 契 約 金 額  

2 1 8 , 3 8 8 , 7 2 0 円  
６   契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 手 続  

随 意 契 約  
７   随 意 契 約 と す る こ と と し た 理 由  

特 例 政 令 第 11 条 第 １ 項 第 ２ 号 該 当  
                                                            （ デ ジ タ ル 変 革 課 ）  
                       
公 告 第 １ １ ９ 号  
  Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 福 島 県 情 報 通 信 ネ ッ ト ワ ー ク シ
ス テ ム ネ ッ ト ワ ー ク 機 器 の 賃 貸 借 に つ い て 、 次 の と お り 落 札 者 を 決 定 し た の で 、 地 方 公
共 団 体 の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を 定 め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 3 7 2 号 。 以
下 「 特 例 政 令 」 と い う 。 ） 第 12 条 及 び 福 島 県 財 務 規 則 （ 昭 和 39 年 福 島 県 規 則 第 17 号 ） 第
274 条 の 11 第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。  
    令 和 ５ 年 ６ 月 ６ 日  

福 島 県 知 事   内   堀   雅   雄  
１   落 札 に 係 る 借 入 物 品 の 名 称 及 び 数 量  

福 島 県 情 報 通 信 ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム ネ ッ ト ワ ー ク 機 器   一 式  
２   契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 課 の 名 称 及 び 所 在 地  

福 島 県 企 画 調 整 部 情 報 統 計 総 室 デ ジ タ ル 変 革 課   福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ２ 番 16 号  
３   落 札 者 を 決 定 し た 日  

令 和 ５ 年 ３ 月 30 日  

─────────────────────────────────────────────────────────── 
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─────────────────────────────────────────────────────────── 

 
 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

                                       

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

公
告
第
百
二
十
号 

　土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
、
及
び
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。 

　
　令
和
五
年
六
月
六
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

土
地
改
良
区
の
名
称 

　大
信
土
地
改
良
区 

退
任
し
た
役
員 

役
別

　氏
名

　
　
　
　住
所 

理
事

　北
野

　勝

　
　白
河
市
大
信
下
小
屋
字
後
沢
三
一
〇
番
地 

同

　
　北
野

　唯
道

　同

　市
大
信
下
小
屋
字
日
篭
八
番
地 

同

　
　永
山

　正
美

　同

　市
大
信
隈
戸
字
上
小
屋
九
番
地 

同

　
　深
谷

　長
美

　同

　市
大
信
隈
戸
字
赤
仁
田
一
番
地
三
六 

同

　
　出
田

　幸
男

　同

　市
大
信
下
小
屋
字
宮
沢
一
四
四
番
地 

同

　
　高
橋

　正

　
　同

　市
大
信
豊
地
字
分
切
田
九
〇
番
地 

同

　
　小
松

　晴
夫

　同

　市
大
信
増
見
字
大
山
二
八
番
地 

同

　
　岡
崎

　利
直

　同

　市
大
信
上
新
城
字
屋
敷
四
〇
番
地 

同

　
　室
根

　稔

　
　同

　市
大
信
下
新
城
字
桑
ノ
木
田
一
二
五
番
地 

同

　
　戸
倉

　正

　
　同

　市
大
信
中
新
城
字
内
屋
敷
八
七
番
地
一 

監
事

　戸
倉

　耕
一

　同

　市
大
信
中
新
城
字
赤
坂
一
四
番
地 

同

　
　森
本

　照
夫

　同

　市
大
信
増
見
字
大
日
向
五
八
番
地
一 

同

　
　白
石

　正
夫

　同

　市
大
信
隈
戸
字
仙
●
内
前
一
番
地
二 

就
任
し
た
役
員 

役
別

　氏
名

　
　
　
　住
所 

理
事

　北
野

　勝

　
　白
河
市
大
信
下
小
屋
字
後
沢
三
一
〇
番
地 

同

　
　北
野

　唯
道

　同

　市
大
信
下
小
屋
字
日
篭
八
番
地 

同

　
　永
野

　武
和

　同

　市
大
信
隈
戸
字
十
日
市
六
番
地 

同

　
　永
山

　正
美

　同

　市
大
信
隈
戸
字
上
小
屋
九
番
地 

同

　
　深
谷

　長
美

　同

　市
大
信
隈
戸
字
赤
仁
田
一
番
地
三
六 

同

　
　國
井

　保
雄

　同

　市
大
信
増
見
字
外
面
四
六
番
地 

同

　
　大
戸

　秋
德

　同

　市
大
信
増
見
字
堂
山
一
六
番
地
一 

同

　
　金
沢

　鶴
一

　同

　市
大
信
町
屋
字
町
屋
一
〇
一
番
地 

同

　
　小
針

　義
一

　同

　市
大
信
下
新
城
字
若
内
五
三
番
地 

同

　
　戸
倉

　正

　
　同

　市
大
信
中
新
城
字
内
屋
敷
八
七
番
地
一 

監
事

　戸
倉

　耕
一

　同

　市
大
信
中
新
城
字
赤
坂
一
四
番
地 

同

　
　金
沢

　義
隆

　同

　市
大
信
下
小
屋
字
西
宿
二
〇
五
番
地 

同

　
　佐
藤

　貞
一

　同

　市
大
信
豊
地
字
飯
土
用
七
〇
番
地
二 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
農
村
計
画
課
） 

４   落 札 者 の 氏 名 及 び 住 所  
東 日 本 電 信 電 話 株 式 会 社   東 京 都 新 宿 区 西 新 宿 三 丁 目 19 番 ２ 号  

５   落 札 金 額  
2 4 0 , 1 3 6 , 5 1 2 円  

６   契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 手 続  
一 般 競 争 入 札  

７   特 例 政 令 第 ６ 条 の 公 告 を 行 っ た 日  
令 和 ５ 年 ２ 月 17 日  

                                                            （ デ ジ タ ル 変 革 課 ）  
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─────────────────────────────────────────────────────────── 

 
 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

公
告
第
百
二
十
一
号 

　土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
百
十
三
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、

駒
形
第
三
地
区
に
係
る
県
営
農
村
地
域
復
興
再
生
基
盤
総
合
整
備
事
業
（
農
地
整
備
事
業
）
の
工
事
は

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日
完
了
し
た
の
で
公
告
す
る
。 

令
和
五
年
六
月
六
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
農
村
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

公
告
第
百
二
十
二
号 

　土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
百
十
三
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、

栗
村
堰
地
区
に
係
る
県
営
農
村
地
域
防
災
減
災
事
業
（
用
排
水
施
設
等
整
備
（
農
業
用
河
川
工
作
物
応

急
対
策
事
業
）
）
の
工
事
は
令
和
五
年
三
月
三
十
日
完
了
し
た
の
で
公
告
す
る
。 

令
和
五
年
六
月
六
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
農
村
計
画
課
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